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会計期間を短縮する方法 

この資料は以下の製品について記述したものです。 

・固定資産奉行Ｖ ERP シリーズ 

・償却奉行 ｉ シリーズ 

 内 容 

会計期間を１年未満に短縮する方法をご案内いたします。 

  ※会計期間を短縮後、減価償却費が変わるため、再計算の処理を行う必要があります。 

 操作方法 

【手順１】【手順１】【手順１】【手順１】：：：：会計期間設定メニューを会計期間設定メニューを会計期間設定メニューを会計期間設定メニューを開きます開きます開きます開きます    

短縮する会計期間を選択し、[導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定]を開きます。 

 

【手順２】【手順２】【手順２】【手順２】：：：：「事業年度が１年に満たない場合の償却率」「事業年度が１年に満たない場合の償却率」「事業年度が１年に満たない場合の償却率」「事業年度が１年に満たない場合の償却率」をををを設定します設定します設定します設定します    

「減価償却設定」ページを開き、【償却率設定】項目の「事業年度が１年に満たない場合の償却率」にて、 

「0」か「1」を入力します。 

※「0：算定償却率を使用しない（月割按分計算する）」の場合は通常の償却率を使用します。 

「1：算定償却率を使用する」の場合は 12 ヵ月未満の事業月数に見合った償却率（算定償却率）を使用して、 

減価償却費の計算を行います。 

※詳しくは、４頁の 補足：償却率について をご参照ください。 
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【手順３【手順３【手順３【手順３】：】：】：】：会計期間を会計期間を会計期間を会計期間を短縮し短縮し短縮し短縮してててて登録します登録します登録します登録します    

「基本設定」ページを開き、会計期末の日付を入力して、[F12 登録]を押します。 

例えば、 

「2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日」の会計期間を「2012 年 4 月 1 日～2012 年 12 月 31 日」に短縮する場合

は、会計期末の欄に「2012 年 12 月 31 日」を入力して、[F12 登録]を押します。 

 

 
 

【手順４【手順４【手順４【手順４】：】：】：】：再計算のメッセージを確認します再計算のメッセージを確認します再計算のメッセージを確認します再計算のメッセージを確認します    

減価償却費を再計算する必要がある旨のメッセージが表示されます。 

「OK」ボタンを押します。 
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【手順５【手順５【手順５【手順５】：】：】：】：バックアバックアバックアバックアップを行いますップを行いますップを行いますップを行います    

バックアップの確認メッセージが表示されます。 

必ずバックアップデータを作成してください。 

 

 
 

上記の「はい」ボタンを押すとバックアップの処理に進みます。 

 

【手順６【手順６【手順６【手順６】：】：】：】：再計算を行います再計算を行います再計算を行います再計算を行います    

バックアップの処理を行った後に再計算の確認メッセージが表示されます。 

「OK」ボタンを押して、再計算の処理に進みます。 

 

 
 

【手順７【手順７【手順７【手順７】：】：】：】：再計算、および会計期間更新を再計算、および会計期間更新を再計算、および会計期間更新を再計算、および会計期間更新を完了完了完了完了しますしますしますします    

再計算が終了すると、「再計算、および更新が完了しました。」のメッセージが表示されます。 

「OK」ボタンを押して、メッセージを閉じます。 

 

 
 

 以上で、会計期間を短縮する処理は完了です。 



4／4 

補足：償却率について  

算定償却率を使用する場合と使用しない場合は、償却率が異なります。 

 

● 「「「「0000：：：：算定償却率を使用しない算定償却率を使用しない算定償却率を使用しない算定償却率を使用しない（月割按分計算する）」の場合（月割按分計算する）」の場合（月割按分計算する）」の場合（月割按分計算する）」の場合    

償却率は通常の法定耐用年数に応ずる償却率になります。 

算出償却額は、通常の一年分（12 ヵ月）の金額に「事業月数／12」を乗じて算出します。 

    

● 「「「「1111：：：：算定償却率を使用する算定償却率を使用する算定償却率を使用する算定償却率を使用する」の場合」の場合」の場合」の場合    

償却率は算定償却率になります。 

平成 19 年 4 月 1 日以後の供用資産と平成 19 年 3 月 31 日以前の供用資産は、算定償却率を求める計算式が異な

ります。 

 

・・・・平成平成平成平成 19191919 年年年年 4444 月月月月 1111 日以後の供用資産の場合（新定額法・新定率法）日以後の供用資産の場合（新定額法・新定率法）日以後の供用資産の場合（新定額法・新定率法）日以後の供用資産の場合（新定額法・新定率法）    

償却方法に関係なく以下の計算式で算定償却率を算出します。 

 

算定償却率 ＝ 法定耐用年数に応ずる償却率 ×（事業月数／12） 

※算定償却率は、小数点第３位未満の端数を切り上げます。 

 

・・・・平成平成平成平成 19191919 年年年年 3333 月月月月 31313131 日以前の供用資産の場合（旧定額法・旧定率法）日以前の供用資産の場合（旧定額法・旧定率法）日以前の供用資産の場合（旧定額法・旧定率法）日以前の供用資産の場合（旧定額法・旧定率法）    

旧定額法と旧定率法で算定償却率を求める計算式が異なります。 

 

【旧定額法】 

算定償却率 ＝ 法定耐用年数に応ずる旧定額法の償却率 ×（事業月数／12） 

※算定償却率は、小数点第３位未満の端数を切り上げます。 

 

【旧定率法】 

算定償却率 ＝ 改定耐用年数に応ずる旧定率法の償却率 

※改定耐用年数 ＝ 法定耐用年数 ×（12／事業月数） 

※改定耐用年数は、小数点以下の端数を切り捨てます。 

 

 

以 上 


